
 

上士幌町 

 

太陽光発電等再エネ設備導入補助事業【一般住宅対象】 

よくある質問 Ｑ＆Ａ 
 

 

【言葉について】 4ページ 
Ｑ１ 「太陽光発電」とはなんですか？ 
Ｑ２ 「定置用蓄電池」とはなんですか？ 
Ｑ３ 「Ｖ２Ｈ充電設備」とはなんですか？ 
Ｑ４ 充放電とはなんですか？ 

 

【補助金について】 5～7ページ  
Ｑ１ この補助金の目的はなんですか？ 

Ｑ２ 「脱炭素先行地域」って？ 

Ｑ３ 「民生部門」「産業部門」とはなんですか？ 

Ｑ４ 申請から補助金交付までの流れ、必要書類・募集期間について教えてください。 

Ｑ５ 申請書の提出窓口はどちらになりますか？ 

Ｑ６ この補助事業の期限はいつまでですか？ 

Ｑ７ 応募の受付数には上限がありますか？ 

Ｑ８ 補助金を申請しようとしましたが、予算上限に達したとのことで、申請できませんでした。

すでに各システムの設置工事は完了しましたが、来年度に改めて申請することは可能です

か？ 

 

【補助対象について】 8～10ページ 
Ｑ１ 対象をおしえてください。 

Ｑ２ 「一般住宅」はどのような建物を指すのですか？ 

Ｑ３ 「町内に住所を有する」とはどのような方を指すのですか？ 

Ｑ４ 何度でも申請できますか？ 

Ｑ５ 対象システムの増設や入れ替えの場合は申請できますか？ 

Ｑ６ 過去に上士幌町の補助金を活用して太陽光発電設備を導入しましたが、新たに定置用蓄電

池の導入について、この補助金を活用できますか？ 

Ｑ  設置後にＦＩＴ制度（固定価格買取制度）、ＦＩＰ（Feed- in Premium）制度を取得しよ

うと考えていますが、補助金の活用は可能ですか？ 

Ｑ８ リースやＰＰＡ（電力購入契約：第三者モデル）も補助となりますか？ 

Ｑ９ 譲り受けた機器等、中古品等の設置も補助の対象となりますか？ 

Ｑ１０ 消費税は補助対象経費に含まれますか？ 

Ｑ１１ 町外に居住していますが、上士幌町へ転居予定です。補助金は利用できますか？ 

Ｑ１２ 賃貸借や使用貸借、共同所有の住宅にシステムを設置する場合も補助の対象となります

か？ 

Ｑ１３ 中古住宅や、新築の分譲マンション等にすでに機器が設置されていますが、補助の対象

となりますか？ 

Ｑ１４  既存住宅の屋根部に太陽光発電設備を設置しようと思いますが、施工業者より屋       

根の補強が必要との話がありました。屋根の補強も補助対象となりますか？ 

Ｑ１５ 二世帯住宅（敷地内で建物が分かれている場合も含む）等で、どちらにもシステムの設

置を行う場合、二軒分として補助金活用は可能ですか？ 

Ｑ１６ 店舗兼住宅に１基のシステム設置を行う場合はどうしたらいいですか？ 

Ｑ１７ 酪農家です。住宅・事務所・牛舎、それぞれ棟が別れていますが、太陽光発電設備１基    

を設置し、３棟に配電したい場合はどうしたらいいですか？ 

 

 



 

2 

 

上士幌町 

Ｑ１８ 大家や管理会社が「アパート」や「マンション」にシステム設置を行う場合はどうした    

らいいですか？ 
Ｑ１９ 定置用蓄電池を設置予定ですが、すでに設置している太陽光発電設備で発電した電気は

すべて電力会社に売電しており、停電等の災害時のみの蓄電用として設置を考えていま

す。補助の対象となりますか？ 

Ｑ２０ 定置用蓄電池を設置予定ですが、太陽光発電設備等の「再生可能エネルギー発電設備」

設置されていません。補助の対象となりますか？ 

Ｑ２１ 現在、電気自動車を所持していませんが、Ｖ２Ｈ充電設備を補助対象に含めることは可

能ですか？ 

 

【申請について】 11～14ページ 
Ｑ１ 各システムを設置する際の、補助金の交付申請（予定）額を教えてください。 

Ｑ２ 補助対象となる経費はなんですか？ 

Ｑ３ 補助対象経費のうち、例えば、太陽光発電設備と定置用蓄電池間を結ぶ配線については、

「太陽光発電設備」もしくは「定置用蓄電池」、どちらの経費とすればよいでしょうか？ 

Ｑ４ Ｖ２Ｈ充電設備は、補助対象となる機種が定められていると聞いたのですが？ 

Ｑ５ 補助対象と補助対象外のどちらにもかかってくる諸経費（共通経費）等について、どのよ

うに算出すればよいですか？ 

Ｑ６ 施工業者による代理申請はできますか？ 

Ｑ７ 交付申請時、また実績報告時に必要な添付書類はなんですか？また、すべてそろえる必要

がありますか？ 

Ｑ８ 交付申請書、実績報告書等の必要部数を教えてください。 

Ｑ９ 町からの交付決定前に、業者との契約や設置工事を進めてもよいですか？ 

Ｑ１０ 工事日程やシステム、補助対象設備等に変更がある場合どうすればよいですか？ 

Ｑ１１ 軽微な変更とはどういったものですか？ 

Ｑ１２ 実績報告書の「機器設置写真」はどのようなものが必要ですか？ 

Ｑ１３ 実績報告書に添付する「太陽光発電設備等で発電して消費した電力量が、当該設 備で

発電する電力量の「３０％以上」（自家消費率）であるとわかるモニタ画面等の写真ま

たは数値を出力した資料等」はどのようなものが必要ですか？ 

Ｑ１４ 今回、定置用蓄電池またはＶ２Ｈのみの導入・設置ですが、「太陽光発電設備等で発電

して消費した電力量が、当該システムで発電する電力量の「３０％以上」であるとわか

るモニタ画面等の写真または数値を出力した資料等」はどのようなものが必要ですか？ 

 

【導入後について】 15～16ページ 
Ｑ１ 導入後の定期報告はどのようなものですか？ 

Ｑ２ 必ず報告が必要なのですか？ 

Ｑ３  今回、定置用蓄電池またはＶ２Ｈのみの導入・設置ですが、導入後の定期報告はど      

のようなものが必要ですか？ 

Ｑ４ ＦＩＴ・ＦＩＰ制度の認定は不可能とのことですが、認定を受けない通常の売電も禁止さ

れるのでしょうか。 

Ｑ５ 補助金交付を受けたシステムについて、処分（廃棄等）制限・期限はありますか？ 

Ｑ６ 各システムの寿命はどれくらいですか？ 

Ｑ７ 住宅を売却し、転出（転居）・移転します。設備はどうしたら良いですか？ 

Ｑ８ 災害（雷・ひょう・洪水・火災等）により太陽光パネルが破損しました。修理が不可能な   

ため処分したいのですが。  
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【廃棄について】 17～19ページ 
Ｑ１ 耐用年数経過後の太陽光発電設備の廃棄は、どのようにすればよいですか。 

Ｑ２ 太陽光発電は「クリーンなエネルギー」と言いながら、一方で普及が進むとゴミが増加す

る一因になりませんか？ 

Ｑ３ 太陽光発電設備の撤去費用はどの程度かかりますか？ 

Ｑ４ 太陽光発電設備の廃棄費用について、事前の積立が必要であると聞いたのですが。 

Ｑ５ では、１０ｋＷ以下の太陽光発電設備を導入する場合は、対象外であることから、特に積

立は考えなくてもいいですか？ 

 

【その他について】 20～21ページ 
Ｑ１ 太陽光発電設備を設置したいのですが、反射する光で近隣住宅から苦情が来ませんか？ 

Ｑ２ 冬になると雪が積もってしまい発電できなくなりませんか？ 

Ｑ３ 雷が落ちやすくなるとかありませんか？ 

Ｑ４ 台風や地震が来ても大丈夫ですか？ 

Ｑ５ 国立公園内に設置したいと思いますが制限はありますか？ 
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【言葉について】 

 
Ｑ１ 「太陽光発電」とはなんですか？ 

 ≤│⁸ ꜟⱤⱠכꜝכ♁╩

⌐ ≡╢↓≤⌐╟╡ ┼≤ ⇔⁸ ∆╢

≢∆⁹ ⌐ ↕╣╢ ╙№╡╕∆⅜⁸ ─

⁸ ◄Ⱡꜟ◑כ│ ≢№╡⁸ ⌐ ʐ

─ ╩ ◑ꜟfi⌂◄Ⱡכꜞ◒™⌂⇔

╡⁸ↄ⌐╙≥≥╢№≢כ ⇔ ⅎ≡ ∑∏ ≢⅝

╢₈ ◄Ⱡꜟ◑₉כ≤⇔≡ ↕╣≡™╕∆⁹ 

₈ ╣₉≤╙ ↕╣⁸ ≢╙ ─ ╩

╡⁸╕√ ─ ⅜ ⌂ↄ⁸ ⅜ ⅜╢≤

⅜ ⅜╢≤™℮ ─ ⁸ │

⌐ ™≡™╢ ≢№╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

 

 

Ｑ２ 「定置用蓄電池」とはなんですか？ 

 ≤│⁸ ≢ ⇔√ ╩ ⅎ≡⅔ↄ↓≤⅜

≢⅝╢◦☻♥ⱶ≢∆⁹ ה ╛ ─ ⌐ ⅎ√

─ ⅜ ≢∆⁹ ⌐│ ≤ ⅜№╡⁸

│ ≢╙ ⌂⁸ ╛ ⌐

∆╢ ─╙─≤⌂╡╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ≢│⁸ ⌐╙ ╩ ╡ ⇔ ℮

₈ ₉ ⅜ ≢⁸ ─╖⌐ ∆╢

│ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

 

Ｑ３ 「Ｖ２Ｈ充電設備」とはなんですか？ 

 Ｖ２Ｈ≤│⁸₈Vehicle to Home ⅛╠ ┼ ₉─

≢∆⁹ │⁸ ─ ◖fi☿fi♩ ⅛╠

┼─ ┼─ ≢∆⅜⁸

│∕╣⌐ ⅎ≡ ⁸ ─Ᵽ♇♥ꜞכ⌐

ⅎ√ ╩⁸ ─ ≤⇔≡ ∆╢↓≤╙

≢⁸ ≢ ─ ╩ ℮◦☻♥ⱶ≢∆⁹ 

⅜ ─ ╦╡≤⌂╡⁸ ⌐ ⅛

╠ ┼─ ⅜ ≢∆⁹╕√⁸ ┼─

╙⁸ ─ ◖fi☿fi♩╟╡⁸ ⌐

≢ ⅜ ≢∆⁹ 

 

 

Ｑ４ 充放電とはなんですか？ 

 ₈ ₉≤₈ ₉─ ≢∆⁹ ⌐ ℮≤⁸ │₈ ╩ ⅎ╢₉⁸ │₈ ⅎ

√ ╩ ∆╢₉↓≤≢∆⁹ 

   V2H─╟℮⌐ ─ ⁸ ─ │₈ ⇔≡™╢₉⁸╙℮ ─ │₈

⇔≡™╢₉≤™℮ ≤⌂╡╕∆⁹  
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【補助金について】  

 
Ｑ１ この補助金の目的はなんですか？ 

 ≢│⁸ ה ⅔╟┘

│⁸ ʐ ─ ⌂ ⅜⌂ↄ⁸

─ ⅜ ⌂™₈ ◄Ⱡꜟ◑₉כ╩

⇔√₈ ◦☻♥ⱶ₉╒⅛ ◦☻♥

ⱶ─ ─√╘⁸ ╩ ⇔╕∆⁹ 

│⁸

⌐ ╟╡₈ ₉⌐

↕╣⁸ ⌐ ⇔√

╡ ╖ ─ ≈≤⇔≡⁸ ◦☻♥

ⱶ─ ╩ ╢╙─≢∆⁹ 

 

 

Ｑ２ 「脱炭素先行地域」って？ 

 ⅜ ⇔√₈ ₉│⁸ ꜟꜝ♩כꜙ♬Ⱳfiכ◌─

●☻─ ≤ ╩ ↕∑╢↓≤ ─ ⌐ ↑⁸ ( ┘ ∕

─ )─ ⌐ ℮₈ ♀꜡₉╩ ⇔⁸ ╛ ╙ ╘√

∕─ ─ ●☻ ⌐≈™≡╙⁸ ─ ●☻

╩ ≢ ⌐ ∫√ ╩⁸ ⌐ ∂≡ ∆╢ ─↓≤

≢∆⁹ 

 

↕╣√ ⌐│⁸ ╟╡₈ ה ◄Ⱡ ₉( )⅜

↕╣╕∆⁹ ╙↓─ ╩ ⇔≈≈⁸ ┼─ ₈ ♪Ⱶⱡ₉⌐

≢⅝╢╟℮⁸™∟ ↄ ─ ⌐ ↑≡ ╡ ╪≢™⅝╕∆⁹ ─

⌐≈™≡│⁸↓─ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ⌐ ↕╣√ ⌐⅔™≡⁸₈ ₉╩ ≤⇔≡™

╢─│ ─╖≢№╡⁸ ─ ≤ ≤⌂╡ ╡ ╪≢™⅝√™≤ ⅎ╕∆⁹ 
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Ｑ３ 「民生部門」「産業部門」とはなんですか？ 

 ─ ◄Ⱡꜟ◑כ─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ─≤⅔╡₈ ₉ 

₈ ₉₈ ₉─ ⌐ ∂≡ ╩ ⇔≡™╕∆⁹ 

   ⌐⁸ ─ │⁸ ─ ⌐ ↑⁸

⁸ ∕─ ≤⁸ ╟╡ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆⁹↓─╟

℮⌂ ⁸ ─ ≤⌂╢ ╩ ╗ ─ │⁸ ◄Ⱡꜟ◑כ 

⁸ №╢ ≢ ♀꜡─ ⅜ ≢№╢↓≤⅛╠⁸ ⌐ ⇔

⇔≡ ─ ⌐ ℮ ─ ♀꜡╩ ∆╢↓≤≤⇔≡™╕∆⁹ 

 

 

        ₈ ₉ Ν  њ  

ה     Ҝ ₈ ∕─ ₉Ν ה ה ה  

                  β ה ─₈ ₉ ╙ ╗⁹  

 

ה       Ҝ ה ⁸ ⁸ ⁸  

       

ה       Ҝ ₈ ₉Ν ╛Ᵽ☻   ₈ ₉Ν ╛ ה  

 

 

Ｑ４ 申請から補助金交付までの流れ、必要書類・募集期間について教えてください。 

 ─ ╣⌐≈™≡│⁸⅔⅔╕⅛⌐ ─ ╡≤⌂╡╕∆⁹ ⌐≈™≡│₈

─ ⅝₉╛₈ ₉╩↔╠╪ↄ∞↕™⁹ 
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Ｑ５ 申請書の提出窓口はどちらになりますか？ 

 ₈ Ⱳfiכ◌꜡♀  ₉⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

⌐╙⅛⅛╦∫≡⅝╕∆⅜⁸ ≢─ ─√╘⁸↔ ≢∆⅜ כ◌꜡♀─

Ⱳfi ⌐ ⅔ ⇔™√∞⅝⁸ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ ╛ ≢─

│ ↑ ↑≡™╕∑╪─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

≥℮⇔≡╙ ⇔™ │⁸ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ TEL  

 

 

Ｑ６ この補助事業の期限はいつまでですか？ 

 ─ ─ ╩ ⇔≡™╕∆⅜⁸

─ ⌐╟╡ ⅜ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

   ⌂⅔⁸ ─ │ ⅔ ╠∑⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ７ 応募の受付数には上限がありますか？ 

 ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ≢⅝╢ │ ╡⅜№╡╕∆⁹

⁸ ≤⌂╡╕∆⁹ ⇔√ ╟╡ ה ╩ ™⁸ ─

⌐ ∆╢≤⁸ ─ │ ≢⅝⌂ↄ⌂╡╕∆─≢⁸⅔ ╘⌐ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

   ╕√⁸ ↕╣√ ⌐╟╡ ╙ ╦╡╕∆─≢⁸₈ ╕≢ ₉≤│ ╕

∫≡⅔╡╕∑╪⁹ ⌐ ⇔√ │⁸ⱱכⱶⱭכ☺ ≢⅔ ╠∑⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ８ 補助金を申請しようとしましたが、予算上限に達したとのことで、申請できませんでした。

すでに各システムの設置工事は完了しましたが、来年度に改めて申請することは可能です

か？ 

 ⌐╟╡ ╩ ⇔√ │⁸ ─ ⌐ ╡ ∆↓≤│ ≢∆⁹

─ ⌐│ ╡⅜№╢√╘⁸⅔ ╘⌐ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹  
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【補助対象について】 

 
Ｑ１ 対象をおしえてください。 

 ─ │⁸₈ ₉≤₈ ₉⌐ ⅛╣≡™╕∆⁹↓─ ⌐

≈™≡│⁸ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 

 ₒ ₓ 

ה   ⌐ ∆╢ ⌐⅔™≡⁸ ⌐

◦☻♥ⱶ ╩ ≢⁸ ◦☻♥ⱶ─

╕√│ ─ ─₈™∏╣⅛ ™

₉╕≢⌐ ─ ╩ ⅎ╢ ⁹ 

ה   ⌐ ╩ ∆╢ ⁹ ╩ ⇔≡™⌂™ ⁹ 

ה   ≢⌂™ ⌐ ∆╢ │ ─ ╩ ≡ 

™╢↓≤⁹ 

 

 

Ｑ２ 「一般住宅」はどのような建物を指すのですか？ 

 ₈ ₉≤│⁸₈ ⅜ ∆╢ ≢№╡⁸⅛≈⁸ ─╖╩ 

≤⇔≡ ↕╣√ ₉≤⌂╡╕∆⁹ ≤ ⅜ ↕╣√ │₈  

₉≤⌂╡╕∆ ⌐ ─╖⌐ ∆╢ ⅜₈ ₉≤⌂╡╕∆ ⁹ 

 

 

Ｑ３ 「町内に住所を有する」とはどのような方を指すのですか？ 

 ⌐╟╡ ─ ⌐ ↕╣≡

™╢ ≤⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ４ 何度でも申請できますか？ 

 ↓─ ╩ ⇔≡─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐⅔™≡ ╡≢∆⁹

⌐ ⁸ ⌐ ─ ─ │≢⅝╕∑╪⁹╕√⁸

─ ◦☻♥ⱶ ה ה │ ∂◦☻♥ⱶ╩

∆╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

 

 

Ｑ５ 対象システムの増設や入れ替えの場合は申請できますか？ 

 ╛ ╣ ⅎ╙ ≤⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸◦☻♥ⱶ╩ ╣ ⅎ╢ ⌐⅔™≡│⁸

◦☻♥ⱶ─ ⅔╟┘ ⌐⅛⅛╢ │ ≤⇔╕∑╪⁹ 

   ⌂⅔⁸ ⌐ ≢ ה ─ ╩ ↑≡™╢ │⁸ ─ ╡

⇔╩ ™⁸∕─ ╡ ⇔╩ ∫√↓≤⅜╦⅛╢ ╩ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ６ 過去に上士幌町の補助金を活用して太陽光発電設備を導入しましたが、新たに定置用蓄電

池の導入について、この補助金を活用できますか？ 

 ⌐⁸ ─ ◦☻♥ⱶ ╩ ⇔⁸

─ ─ ─ ╩ ⅎ⌂™ ≢№╢ ╩ ∆

╢ │⁸ ה ─ ≢─ ⅜ ≢∆⁹╕√⁸

│ ∆╢ ─╖ ≤⌂╡╕∆⁹ 

   ↕╠⌐⁸ ─ ─ ≤⇔≡ ╘╢ ╩ ⇔√ │⁸ ≤

≤⌂╡╕∆⁹ 
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Ｑ  設置後にＦＩＴ制度（固定価格買取制度）、ＦＩＰ（Feed- in Premium）制度を取得しよ

うと考えていますが、補助金の活用は可能ですか？ 

ה  ╩ ╕√│ ─ ⁸ ╩ ↑╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ 

 

 

╛☻כꜞ ８ ⸗♦ꜟ ╙ ≤⌂╡╕∆⅛  

 ╩ ↑╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

 

Ｑ９ 譲り受けた機器等、中古品等の設置も補助の対象となりますか？ 

 ╩ ↑╢↓≤│≢⅝╕∑╪⁹ ⅛≈ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

  

Ｑ１０ 消費税は補助対象経費に含まれますか？ 

 ╕╣╕∆⁹√∞⇔⁸ ─ ─ │⁸ ≢─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

 

Ｑ１１ 町外に居住していますが、上士幌町へ転居予定です。補助金は利用できますか？ 

 ─ ╕≢⌐⁸ ┼ ∆╢↓≤╩ ≢ ⅜ ≢∆⁹ 

 

 

Ｑ１２ 賃貸借や使用貸借、共同所有の住宅にシステムを設置する場合も補助の対象となります

か？ 

 ≤⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸ ה ─ ⅔╟┘

─ ─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

 

Ｑ１３ 中古住宅や、新築の分譲マンション等にすでに機器が設置されていますが、補助の対象

となりますか？ 

 ⌐⌂╡╕∑╪⁹ 

─ ⁸ √⌐ ⇔√╙─≢№╣┌ ≤⌂╡╕∆⁹╕√⁸ ⱴfi◦

ꜛfi─ │⁸ ≤⇔≡ ↕╣≡™╢↓≤≤⌂╡⁸ ≤⌂╡╕∑╪⁹ 

 

 

Ｑ１４ 既存住宅の屋根部に太陽光発電設備を設置しようと思いますが、施工業者より屋    

根の補強が必要との話がありました。屋根の補強も補助対象となりますか？ 

 ⌐⌂╡╕∑╪⁹ 

─ ⌐≈™≡│⁸ ≢⅔ ™™√⇔╕∆⁹ ⌐

│⁸◦☻♥ⱶ ה ה ─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

 

Ｑ１５ 二世帯住宅（敷地内で建物が分かれている場合も含む）等で、どちらにもシステムの設

置を行う場合、二軒分として補助金活用は可能ですか？ 

 ─ ⅜ ↔≤≢ ⅛╣≡™╢↓≤╩ ≤

⇔≡⁸∕╣∙╣─ ≢◦☻♥ⱶ╩ ⇔⁸ ⇔√

≢№╢ │ ⇔ ╖│ ≢∆⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ─ ⅜ ╩ ⇔ ╗↓≤│

≢∆⁹ ─ ⅜ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹  
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Ｑ１６ 店舗兼住宅に１基のシステム設置を行う場合はどうしたらいいです

か？ 

 ≢ ⅝ ⅜≢⅝╢ ⁸ ≢

⅝ ⅜≢⅝⌂™ ≤╙₈ ₉≢│⌂ↄ₈ ₉⌐

≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐≈™≡│⁸ │ ↄ⌂╢╙──⁸ ⇔√ ≢

╘╠╣╢₈ ₉╙ ⇔ↄ⌂╡╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ１７ 酪農家です。住宅・事務所・牛舎、それぞれ棟が別れていますが、

太陽光発電設備１基を設置し、３棟に配電したい場合はどうしたら

いいですか？ 

 ₈ ₉≢│⌂ↄ₈ ₉⌐≡╕≤╘≡ ⇔≡ 

ↄ∞↕™⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ≤ ⁸ │ ╟╡

ↄ⌂╡╕∆⅜⁸ ⇔√ ≢ ╘╠╣╢₈ ₉│

⇔ↄ⌂╡╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ１８ 大家や管理会社が「アパート」や「マンション」にシステム設置を行う場合はどうした

らいいですか？ 

ה  ─ ⅜ ∆╢ ─₈▪Ɽ₈╛₉♩כⱴfi◦ꜛfi₉⌐≈™≡│

₈ ₉≤⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐≈™≡│⁸ ה ≤ ⁸ │ ↄ⌂╢╙──⁸ ⇔√

≢ ╘╠╣╢₈ ₉╙ ⇔ↄ⌂╡╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ１９ 定置用蓄電池を設置予定ですが、すでに設置している太陽光発電設備で発電した電気は

すべて電力会社に売電しており、停電等の災害時のみの蓄電用として設置を考えていま

す。補助の対象となりますか？ 

 ⌐⌂╡╕∑╪⁹ 

    ⅛╠ ╩ ╡ ⇔ ℮₈ ₉─ ─ ⅜ ≢∆⁹ 

 

 

Ｑ２０ 定置用蓄電池を設置予定ですが、太陽光発電設備等の「再生可能エネルギー発電設備」

設置されていません。補助の対象となりますか？ 

 ⌐⌂╡╕∑╪⁹ 

╙⇔ↄ│ ╩ ∆╢  

│⁸ ⁸ ⁸ ⁸Ᵽ▬○ⱴ☻ ─₈

◄Ⱡꜟ◑כ ₉≤ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

∆≢⌐ ─ ◄Ⱡꜟ◑כ ╩ ⇔⁸

─ ⅜ ╕√│ ─╖≢№╢ │⁸∕

─ ה ─╖ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

 

Ｑ２１ 現在、電気自動車を所持していませんが、Ｖ２Ｈ充電設備を補助対象に含めることは可

能ですか？ 

 ╩ ↕╣≡™╢⅛≥℮⅛│ ⌂ↄ⁸ ╩ ∆╢ │

≤⌂╡╕∆⁹  
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【申請について】 

 

Ｑ１ 各システムを設置する際の、補助金の交付申請（予定）額を教えてください。 

ᵑה      × /  

Ὼה            × /  

Ώה        × /  

     β∕╣∙╣⁸ ╩ ╗⁹ , │ ╡ ≡⁹ 

ᵑ Ώ─ ╩ ⇔√ ⅜⁸ ─ ≤⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸ᵑ Ώ

№╦∑≡ │ ≢∆⁹ 

 

 

ₒ ₓ ⌐ ≤ ╩ ∆╢  

・① 補助対象経費 1,300,000円 × 2/3 = 866,666円 → 866,000円(切り捨て)  

 ・② 補助対象経費  900,000円 × 3/4 = 675,000円 

上記 ① + ➁ = 1,541,000 円（補助交付申請額） 

 

 

 

Ｑ２ 補助対象となる経費はなんですか？ 

 ─ ─ │⁸ ≤⌂╢ ⅜ ╕∫≡™╕∆⁹ 

⌐│⁸ ◦☻♥ⱶ⌐⅔↑╢ ⱤⱠꜟ╛ ה ≤

▬fiⱣה♃כⱤ꞉כ◖fi♦▫◦ꜛ♫⁸כ ⁸╕√ ⅜

≤⌂╡╕∆⁹ 

⌐≈™≡│₈ ─ ⅝₉╛₈ ₉─ ╩↔╠╪ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ３ 補助対象経費のうち、例えば、太陽光発電設備と定置用蓄電池間を結ぶ配線については、

「太陽光発電設備」もしくは「定置用蓄電池」、どちらの経費とすればよいでしょうか？ 

 ⇔≡│≢⅝⌂™√╘⁸™∏╣⅛─◦☻♥ⱶ ∆╢─⌐ ⌂ ─◦☻♥ⱶ ⌐

╢ ≤⇔≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ４ Ｖ２Ｈ充電設備は、補助対象となる機種が定められていると聞いたのですが？ 

 │⁸⅔∫⇔╚╢ ╡ ≤⌂╢ ⅜ ╘╠╣≡™╕∆─ 

≢⁸↔ ↄ∞↕™⁹ ≤⌂╢ │⁸ ☿fi♃₈כ

₉◘▬♩─ ₈ ₉╩↔

ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ５ 補助対象と補助対象外のどちらにもかかってくる諸経費（共通経費）等について、どのよ

うに算出すればよいですか？ 

 ╩ ™√℮ⅎ≢⁸₈ ₉≤₈ ₉─

≢ ⇔⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ６ 施工業者による代理申請はできますか？ 

 ⌐⁸ ⌐ ( ⌐ )™√∞ↄ↓≤≤⌐⌂╡╕∆⁹ ⇔™ │⁸

─ ╙ ╘╕∆⅜⁸ │ ≤⌂╡╕∆─

≢⁸↔ ↄ∞↕™⁹ 

  

http://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h.html
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h.html
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Ｑ７ 交付申請時、また実績報告時に必要な添付書類はなんですか？また、すべてそろえる必要

がありますか？ 

 ⌐⁸ ≡∕╤ⅎ≡™⌂↑╣┌ ≢⅝╕∑╪⁹ ─ │₈ ─ ⅝₉

╛₈ ₉╩↔╠╪ↄ∞↕™⁹ 

⅜ ⇔™ ⌐≈™≡│⁸ ⁸ Ⱳfiכ◌꜡♀ (

)╕≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ８ 交付申請書、実績報告書等の必要部数を教えてください。 

 ─ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ９ 町からの交付決定前に、業者との契約や設置工事を進めてもよいですか？ 

 ⁸ ⌐ ╩ ∫≡™√∞ↄ↓≤≤⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸╛╗╩ ⌂™

─√╘ ⌐ ╩ ™√™ ⁸№╠⅛∂╘⁸ Ⱳfiכ◌꜡♀ (

)╕≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

   │ ≢∆⅜⁸ ╩ ↑╢╕≢─ ⅜↕╣⌂⅛∫√ ╙

╗ ⌐ ∂√№╠╝╢ │ ╠─ ≤∆╢↓≤╩ ™√∞™√ ≢⁸ ─

╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ１０ 工事日程やシステム、補助対象設備等に変更がある場合どうすればよいですか？ 

 ─ ⌐ ⅜ ∂╢ │⁸№╠⅛∂╘ ╩ ™√∞ 

⅝⁸ ╟╡ ╩ ↑╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

√∞⇔⁸ ⌂ ⌐≈™≡│⁸ ─ │ №╡╕∑╪⁹

─ ( ─ ≢ ⇔≡ↄ∞↕™)⌐⁸ ה ╩ ⇔√

( )╩ ─ ≢ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ１１ 軽微な変更とはどういったものですか？ 

 ᵑ₈ ─ ⅜ ─ ₉⁸∕─ │Ὼ₈

₉⅔╟┘₈ ─ ⌐≈™≡ ₉⌐ ≠⅝╕∆⁹ 

    Ὼ⌐≈™≡│⁸▬fi♃כⱠ♇♩◘▬♩₈ ₉╟╡↔ ™√∞↑╕∆⁹ 

     ⅜≈⅛⌂™ │⁸ Ⱳfiכ◌꜡♀ ( )╕≢ 

⅔ ™ ╦∑ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ１２ 実績報告書の「機器設置写真」はどのようなものが必要ですか？ 

 ◦☻♥ⱶ─ ─ ⌐╦⅛╢ ⅜ ≢∆⁹⌂⅔⁸ ⅜ ⌂≥⁸

╛ ─ ⅜ ≢⅝⌂™ │ ≢⅝╕∑╪─≢⁸↔ ↕™⁹  

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/search/t:0.26615600%201658726608
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Ｑ１３ 実績報告書に添付する「太陽光発電設備等で発電して消費した電力量が、当該設 備で

発電する電力量の「３０％以上」（自家消費率）であるとわかるモニタ画面等の写真ま

たは数値を出力した資料等」はどのようなものが必要ですか？ 

 ◦☻♥ⱶ╩ ⇔≡ ⁸ ─ ≤⇔≡ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

    ◦☻♥ⱶ ⁸ ─ ─ ≢ ™─≢⁸ ⅜₈ ₉≤╦⅛╢

╩♃כ♦ ⇔≡ↄ∞↕™⁹↔ ⌐ ↕╣≡™╢ כ♃♬⸗ ─ ╛⁸

WEB◘▬♩─♦כ♃╩ ⌐ ™√∞ↄ⌂≥⁸ │ ≢∆⅜₈ ₉≤₈

╩♃כ♦─₉ ∏↔ ↄ∞↕™⁹∕↓⅛╠⁸₈ ÷

×  β ╡ ≡ ₉⅜ ≤⌂╡╕∆ ─ ⅜№

╣┌⁸№╦∑≡↔ ↄ∞↕™ ⁹ 

כ♃♬⸗⁸⅔⌂     ⌐≡₈ ⅜♃כ♦─₉ ⇔⌂™⁸ ≢⅝⌂™ ⅜№╣ 

┌⁸₈ ₉≤₈ │♃כ♦─₉ ∏ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ ₈

₉╩ ⇔⁸∕↓⅛╠ ╩  

    ╕√⁸ ╩ ─ ⌐≡ ⇔√ ה ╣ ⅎ ╗ │⁸

≢ ⇔√ ─ ♃כ♦─╡ ∞↑≢│⌂ↄ⁸ ⌐

│⁸ ♃כ♦⌐ ⅜ ≤⌂╢√╘⁸ ─♃כ♦─≥↔ ╩

⅔ ™∆╢↓≤≤⌂╡╕∆⁹ 

    │⁸ₒ ⌐≈™≡ₓ─ ה Ɑכ☺ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ１４ 今回、定置用蓄電池またはＶ２Ｈのみの導入・設置ですが、「太陽光発電設備等で発電

して消費した電力量が、当該システムで発電する電力量の「３０％以上」であるとわか

るモニタ画面等の写真または数値を出力した資料等」はどのようなものが必要ですか？ 

ה  ─╖─ ─ │⁸ ⌐ ─ │

№╡╕∑╪⁹  
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【Ｑ１３の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ╩ ≤∆╢≤⁸₈ ₉≤₈ ₉⅜ ↕╣≡™╕∆⁹ 

 

  ∞≤⁸ 

  ₈  ÷ .  ×  

     . Ν Ҝ ╡ ≡  

  ∞≤⁸ 

  ₈  ÷  ×  

     . Ν Ҝ ╡ ≡  

 

  ≢│⁸ ⌐₈ ₉─ ⅜№╡╕∆⅜⁸↓∟╠│⁸₈ ⅜⁸  

≤ ═≡⁸≥─ ─ ╡ ™⅛₉─ ≢∆⁹ │⁸₈ ⅜⁸

≤ ═≡⁸≥─ ─ ⅛₉─₈ ₉⅜ ≢∆⁹  

  β │ ≤⌂∫≡™╕∆⅜⁸ ™√∞ↄ♦⁸│♃כ ≢№╢ ─

─ ≤⌂╡╕∆⁹ 

 

  ╕√⁸₈ ₉╛₈ ₉⅜ ≥⅛╢№╙כ♃♬⸗™⌂╣↕ ╦╣╕∆─ 

≢⁸∕─ │₈ ₉≤₈ ↔╩♃כ♦╢⅛╦⅜₉ ↄ∞↕™⁹ 

 

₈ה   .   .   . ₉ 

₈ה    .  ÷  .  ×    . Ν 

   Ҝ ╡ ≡  

    ⌐₈ ₉─ ⅜№╡╕∆⅜⁸↓∟╠│ ─₈ ₉╙ ╪∞  

≢∆─≢⁸₈ ₉⌐│ √╡╕∑╪   
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【導入後について】 

 

Ｑ１ 導入後の定期報告はどのようなものですか？ 

 ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ≤⇔≡ ⇔≡™√

∞ↄ ─ ─ ∞↑≢│⌂ↄ⁸ │₈

≢ ⇔≡ ⇔√ ⅜⁸ ≢ ∆╢ ─ₐ

ₑ╩ ₉⇔≡™√∞ↄ↓≤⅜ ≢∆⁹ 

   ∕╣╩ ╕ⅎ⁸ ┼─ ─ ╩ ≤⇔≡⁸

╩ ∆╢╕≢─ ⁸ ⇔√ ─ ◄Ⱡꜟ◑כ

─ ─ ⌐ ⇔⁸ ♃כ♦─┼ ─ ╩ ∫≡™√

∞⅝╕∆⁹╕√ ⁸╙⇔ ⅜ ─ ┘ ╩

∆╢ │⁸ ∑≡ ╘≡™√∞ↄ↓≤⅜ ─ ≢∆⁹ 

 

 

Ｑ２ 必ず報告が必要なのですか？ 

 ─ ≤⇔≡⁸ ╩ ⇔≡™√∞⅝╕∆⅜⁸∕─ ≢₈

⁸ ≢ ⇔≡ ⇔√ ⅜⁸ ≢

∆╢ ─₈ ₉╩ ≈↓≤ ₉⌐≈™≡ ™√∞⅝╕∆⁹ 

   ╕√⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ┼ ─ ─ ⅛ ↔≤─

⅜ ⌐ ⌐ ⁸╕≤╘≡ ™√∞ↄ ≤⌂╡╕∆⁹ 

   ─↓≤⅛╠⁸ ─ ─ ⌐≈™≡↔ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ３ 今回、定置用蓄電池またはＶ２Ｈのみの導入・設置ですが、導入後の定期報告はど   

のようなものが必要ですか？ 

   ╙⇔ↄ│ ─╖ ─ │⁸ ─ │ ≤⇔╕∑╪⁹ 

 

 

Ｑ４ ＦＩＴ・ＦＩＰ制度の認定は不可能とのことですが、認定を受けない通常の売電も禁止さ

れるのでしょうか。 

 ⁸ ↕╣╢─│ ה ─ ╩ ↑╢↓≤≢№╡⁸ ─

│ ⇔≡™╕∑╪⁹™╦╝╢₈ ₉₈ ₉─ │ ≢∆⁹ 

 

 

Ｑ５ 補助金交付を受けたシステムについて、処分（廃棄等）制限・期限はありますか？ 

 ⌐ ≠⅝╕∆⁹ ─ ⌐⅔™≡⁸ ⅛╠

⇔≡ │ ⁸ ⅔╟┘ │ ⅜ ≤

⌂╡⁸∕─ │ ╛ ─ │≢⅝╕∑╪─≢↔ ↄ∞↕™⁹⌂⅔⁸ ⌐ ∂

≡ ⅜ ⌂╢ ╙№╡╕∆⁹ 

╛╗╩ ∏ ∆╢ │⁸ ⌐ ─ ╩ ↑≡™√∞ↄ↓≤⌐⌂╡╕∆⁹  

⌐╟╡ ╩ ™√∞ↄ ╙№╡╕∆⁹  
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Ｑ６ 各システムの寿命はどれくらいですか？ 

 ≤│ ⌂╡⁸ ⱤⱠꜟ─ │ ⱷכ◌כ≤╙ ⌡ ╩  

⇔≡⅔╡⁸Ɽ꞉כ◖fi♦▫◦ꜛ♫כ ⱤⱠꜟ≢ ⇔√ ╩⁸ ≢ ≢⅝ 

╢ ⌐ ∆╢ │ ≤ ╦╣≡™╕∆⁹ 

   ╕√⁸ │⁸ꜞ♅►ⱶ▬○fi ≢│ ⁸ │ 

≤ ╦╣≡™╕∆⁹ 

─כ◌כⱷה    ╙№╡╕∆⁹ ⇔ↄ│ⱷכ◌כ─ⱱכⱶⱭכ☺ ╩↔  

ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ７ 住宅を売却し、転出（転居）・移転します。設備はどうしたら良いですか？ 

 ◦☻♥ⱶ ─ ╛ ⌐╟╡ ⌂╡╕∆⁹ Ⱳfiכ◌꜡♀

TEL ╕≢⅔ ™ ╦∑ↄ∞↕™⁹ 

   ⌐╟╡ ╩ ™√∞ↄ ╙№╡╕∆⁹ 

 

 

Ｑ８ 災害（雷・ひょう・洪水・火災等）により太陽光パネル  が

破損しました。修理が不可能なため処分したいので すが。 

 ⌐╟╡ ⅜ ⌂╡╕∆─≢⁸ Ⱳכ◌꜡♀

TEL ╕≢⅔ ™ ╦∑ↄ  

∞↕™⁹ 
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【廃棄について】 

 

Ｑ１ 耐用年数経過後の太陽光発電設備の廃棄は、どのようにすればよいですか。 

 ─ ⌐≈™≡│⁸ ╟╡╙  

ↄ⁸ⱷכ◌כ ≢│ ≤℮√╦╣≡™╕∆⁹ 

   ─ ⅜ ╖∞⇔√ ╩ ∆╢≤⁸

⌐│ ╩ ⅎ╢ ⅜ ↄ⌂╡⁸ ⅜

∆╢≤™╦╣≡™╕∆⁹ 

╛ ⌐╟∫≡╙ ⌂╡╕∆⅜⁸ ꜟכꜙ☺⸗ ⱤⱠ

ꜟ │ ₈ ₉⁸Ɽ꞉כ◖fi♦▫◦ꜛ♫⁸כ ╛⸗♬

₈│כ♃ ₉≤⇔≡ ╡ ╦╣╕∆⁹ │⸗

ꜟכꜙ☺ ⱤⱠꜟ ⌐│ ⅜ ╕╣≡™╢ ╙№╢↓≤

╛ ⌂ ╩ ℮√╘⌐╙⁸◦☻♥ⱶ ⌐≈™≡│⁸ ה ┼

⇔⁸ ⌂ ╩ ∫≡™√∞ↄ╟℮⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

 

Ｑ２ 太陽光発電は「クリーンなエネルギー」と言いながら、一方で普及が進むとゴミが増加す

る一因になりませんか？ 

 ≢ ═√≤⅔╡⁸ ─ ⅜ ≢ ╪≢⅔╡⁸ ⌂ ╩ ⅎ╢

⌐│ ⌐≈™≡─ ⅜ ∆╢≤ ⅎ╠╣⁸◗Ⱶ ⅜ ↕╣

╢↓≤│ ≢∆⁹ ─≤↓╤⁸ │ⱶכ◐☻√⇔ ↕╣≡™⌂™─⅜ ≢№ 

╡⁸ ─ │≥℮∆╢─⅛ ⅜ ∆╢─≢│ ─ ⅜Ɽ

fi◒∆╢╪∂╚⌂™─Ν ⁸ ╛ ⌐≈™≡⁸ ─╖⌂╠∏⁸ ⌐

⅜↕╣≡™╕∆⁹ 

∕─ ≢⁸ ⌐⅔™≡╙⁸ ⌐≈™≡─ ה ⁸ ⌐⅛⅛

╢ ●▬♪ꜝ▬fi─ ╛ ⁸ ⌐ ↑≡─ ─ ⁸∕⇔≡

─ ≠↑ ─ ╩ ╘≡™╕∆⁹ 

 

    

ה     ⌐⅛⅛╢ ─ ⁸●▬♪ꜝ▬fi─  

ה     ─ ─●▬♪ꜝ▬fi─  

─ꜟ◒▬◘ꜞה☻כꜚꜞה     ⁸ꜞ◘▬◒ꜟ ─   

 

⌐⅔™≡╙⁸ ⌐ ↕╣√ ─ ≈≤⇔≡⁸

╩ ╘≡™ↄ⌐№√╡ ⌐≈™≡│ ≢№╢≤ ⇔≡™╕∆⁹ ⅝ ⅝

⌐≈™≡ ╩ ╘≡™⅝√™≤ ⅎ≡™╕∆⁹  
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Ｑ３ 太陽光発電設備の撤去費用はどの程度かかりますか？ 

 ─ꜞ◘▬◒ꜟ─╟℮⌐ │ ≢│⌂ↄ⁸ⱤⱠꜟ ╛⁸ ─ ⁸ ⁸ ─

⁸ ⁸ ╡╟⌐☻כ◔─╣∙╣⧵⁸ ⌂╡╕∆⁹ 

ה ⌐≡ ⇔≡™╢ ▪fi◔כ♩ ⌐╟╣┌⁸ ⌐

╟╢ ≢ ₈ . ₉ ⁸ ⌐╟╢ ≢ ₈ . ₉

╖∏╒ ⁸ ≤─ ⅜ ≡™╕∆⁹ 

√∞⁸№ↄ╕≢╙ ─ ≢─ ≢∆⇔⁸ ╛ ─ ⌐╟╡Ⱪ

꜠⅜№╢↓≤⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ◦☻♥ⱶ ⅜ ⅝ↄ⌂╣┌⌂╢╒≥

│ ⅛╡╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

₈ 25 ◄Ⱡꜟ◑כ ꜟ◒▬◘ꜞה☻כꜚꜞ─ ₉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

₈ ◄Ⱡꜟ◑כ הꜟ◒▬◘ꜞה☻כꜚꜞ─ ⌐ ╢ ₉ 

╖∏╒ ⁸ 24 2  
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Ｑ４ 太陽光発電設備の廃棄費用について、事前の積立が必要であると聞いたのですが。 

 ◄Ⱡꜟ◑כ ⅜ ⌐  

⁸ ⌐ ⇔√₈ ●▬♪ꜝ

▬fi₉≢│⁸ ⅜ ╦╣⌂™╟℮ ⌐

⅜⌂↕╣╢↓≤╩ ≤⇔≡⁸ ─

╩ ⌐⁸ ╩ ⌐≡ ╖ ≡

≡™ↄ⁸≤™℮↓≤⅜ ↕╣╕⇔√⁹ 

   ↓╣│⁸ ה ╩ ↑√ ╩ ⇔

√╙─≢∆⅜⁸ ─ ─ ≤⌂╢

─ ⌐⅔™≡⁸↓─₈●▬♪ꜝ▬fi╩ ⌐⁸

⌂ ─ ⁸ ─ ⌐╟╡ ∆╢ ╩

⇔⁸∕─ ⌐ ™ ⌂ ─ ╩ ™⁸

─ ⌐⅔™≡⁸ ⌂ ╩ꜟ◒▬◘ꜞה ∆

╢↓≤₉≤ ╘╠╣≡™╕∆─≢⁸↔ ╩⅔ ™⇔╕

∆⁹ 

 

 

Ｑ５ では、１０ｋＷ以下の太陽光発電設備を導入する場合は、対象外であることから、特に積

立は考えなくてもいいですか？ 

 ™™ⅎ⁹ ⌐≈™≡│⁸ ≢№╢ ─ ⅜ ╩ ≈↓≤≤⌂╡╕∆⁹ 

   ◄Ⱡꜟ◑כ ⅜ ⇔≡™╢₈ ●▬♪ꜝ▬fi

₉─ ≢│⁸ ─ ⌐⅔™≡╙⁸₈ ⌂ ╩ ╪

∞ ╩ ∆╢╟℮⌐ ╘≈≈⁸ ⌂ ╩ꜟ◒▬◘ꜞה ∆╢↓≤₉≤↕╣

≡™╕∆⁹ 

   ╩ ⅎ╢ ≢ ─ ╩ ℮ │⁸ ─●▬♪ꜝ▬fi╙ ⌐⁸

↔ ≢ ⌐⅛⅛╢ ╩ ╖ ≡⅔ↄ ⁸ ⌂ ╙ ⇔≈≈⁸ ╩

™√∞↑╣┌≤ ™╕∆⁹  
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【その他について】 

 

Ｑ１ 太陽光発電設備を設置したいのですが、反射する光で近隣住宅から苦情が来ませんか？ 

 │⁸ ╛ ⌐⅔↑╢ ─ ↕╛ ⌐╟

╡⁸ ⅜ ∆╢ ╙ ╦╡╕∆⁹ 

┼─ ─ ≤≤╙⌐⁸ ⌐╙

╢ ≢№╢√╘⁸ │ ─ ⌂ ⅜

≢∆⁹ 

⌐│⁸ ⌐ ⌐ ⱤⱠꜟ╩ ∆╢

≤⁸ ⅜ ⌐ ∟╢℮ⅎ⁸ ─ ≤ⱤⱠ

ꜟ ⌐╟╡ ┼─ ⅜ ↓╡╛∆™√

╘⁸ ≢∆⁹ 

   ⌐≡⁸ ⇔√ ─ ⌂ ─◦Ⱶ

╙fiꜛ◦כ꜠ꜙ ∫≡™╕∆─≢⁸ │∕─ ⌐ ┼

↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ２ 冬になると雪が積もってしまい発電できなくなりませんか？ 

 ─ ≢№╣┌ ╙ ™√╘ ⅝⌂ │№

╡╕∑╪⅜⁸ ⌐ ⅜№╢≤⁸ ⱤⱠꜟ⅜

⌐ ╦╣≡ ⅜≢⅝⌂ↄ⌂╡╕∆⁹ │⁸

≢│ ⅜ ⌂ↄ ╣─ ⅜ ↄ↓≤ 

╛⁸ ⅜╟╡ ™╒℮⅜ ⅜ ⅜╢ Ɽ

Ⱡꜟ─ ⅛╠⁸ ⌐╟╡ ™≡™╢ ≤

ⅎ╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ⱤⱠꜟ─ ╛ ⌐╙╟╡╕∆

⅜⁸ ⅜№╢ ⌐ ⇔≡™╣┌⁸ⱤⱠꜟ

│●ꜝ☻ ─√╘ ╟╡╙ ╡⅜╟ↄ ⇔╛∆ↄ

⌂╡╕∆⁹ ™ ≢ ⱤⱠꜟ⅜ ╛∆™≤™℮

╙№╢ ⁸ ─ ╡⅜ ↄ⌂╢√╘⁸ ⅜ ↕╣╢ ─ ╛ ⁸ ⁸

─ ┼─ ╛⁸ ╘ ─ ╙ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ ⌐ ⅜ ™≤⁸

⅜ ╕╡⁸ ↑⌐ↄↄ ╕∫≡⇔╕℮ ╙№╡╕∆⁹ 

ⱷכ◌כ≢│ ⌐ ∂√ ⱤⱠꜟ╛ ⁸ ⅜ ↕╣≡™╕∆─≢⁸

⇔ↄ│⅔ ™ ╦∑ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ｑ３ 雷が落ちやすくなるとかありませんか？ 

 ⱤⱠꜟ╩ ⇔√⅛╠ ⅜ ∟╛∆ↄ⌂╢↓≤│№╡╕

∑╪⁹ ╛ ⌐ ⇔√ ─ ╛ ≤ ≢∆⁹ 

⌐⁸ ⅜ ∆╢₈ ₉╩ ↑╕∆≤⁸ ─ ≤

⁸ ─ ⅜ ╕∆⁹╕√⁸ ╩ ↑⌂ↄ≡╙⁸

─ ─ ≢ ⇔√ ☺כ◘ ⌐╟╢ ה

⅜ ╩ ℮₈ ₉⌐≡⁸ ⌐Ɽ꞉כ◖fi♦▫◦

כ♫ꜛ ─ ┼─ ⅜ ╢ ⅜№╡╕∆⁹√∞⇔⁸↓

╣│ ⌐⅔⅛╣√ ╩⇔≡™⌂™ ה ⅜

╣╢─≤ ╦╡№╡╕∑╪⁹ 

≤⇔≡│⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ⁸ ☺כ◘ ♦Ᵽ▬☻ ─

⌐╟╢ ─ ⅜ ≤™╦╣≡™╕∆⁹ ⌐⁸ ⅜☺כ◘ ∆╢ ⌐

╩ ∆╢≤⁸ ⌐╟╢ ⅜ ∂√ ⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

 



 

21 

 

上士幌町 

Ｑ４ 台風や地震が来ても大丈夫ですか？ 

 ⱤⱠꜟ ⌐≈™≡│⁸ ╛ ⌐ ∆╢╙─≢∆─≢⁸ ─ ⁸╕√

⅜ ⇔≡╙ ⇔⌂™ ≢ ↕╣≡™╕∆⁹ 

√∞⇔⁸ⱤⱠꜟ ─ ⌐ │⌂ↄ≡╙⁸ ⌐╟╢ ╣ ≢

⅜ ⇔√╡⁸ ╛ ⅜ ↄה ⇔√╡⇔√ ⌐│⁸ ─ꜟⱩכ◔╛

╙ ⅎ╠╣╕∆⁹ 

╕√⁸ ─ ⅜№∫≡╙⁸ ⌐ ⅜№╢≤⁸ ⅜ ╢ ╣

╙№╡╕∆⁹ ─№╢ ┼─ ⅜ ≢∆⁹ 

⌂⅔⁸ │⁸ ╛ ─ ⌐ ≤⇔≡ ⅎ╢₈ ₉╙

ⅎ≡™╕∆⁹╕√⁸ ╩≤╙⌐ ∆╣┌⁸ ™ ⇔√≤⇔≡

╙⁸ ╩ ™ ↑╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

 

 

Ｑ５ 国立公園内に設置したいと思いますが制限はありますか？ 

 ─ ─ │⁸ ⌐ ⇔√ ⁸ ↕ ⁸ ↔≤⌐ ┼─

⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ ⇔ↄ│ Ⱳfiכ◌꜡♀ ╕

≢⅔ ™ ╦∑ↄ∞↕™⁹ 

 


